
No.1

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 ■メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 Eメールアドレス

千葉市町内自治会連絡協議会会員

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

下記の目的のために使用する。
（１）	町内自治会長相互の連絡及び調整に関すること
（２）	町内自治会への市関連事業の連絡及び調整に関すること
（３）	議会及び市関連事業の広報物の回覧及び配布に関すること
（４）	公共工事の承認に関すること
（５）	不動産の売買及び建設等に関すること
（６）	その他、必要と認めるもの

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

町内自治会のしおり（全市版）

千葉市町内自治会連絡協議会運営事務

市民局市民自治推進部市民自治推進課

No.1



No.2

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5電話番号、6Eメールアドレス

登録希望者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

チーム千葉ボランティアネットワークにおいて、登録者へボランティ
ア募集情報等を発信するため、個人情報を取得する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

登録者情報管理システム

チーム千葉ボランティアネットワーク運営事務

市民局市民自治推進部市民自治推進課
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No.3

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所

対象区域内の住民・法人・建築確認申請者

7 記録情報の収集方法

□国等　

■行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

住居表示の実施により対象区域内の住民及び法人等の住所を変更する。
また、住居表示地区で建物が新・改築された場合に、付番申請の案内通知書を
送付する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

住居表示実施対象者ファイル

住居表示実施関係事務

市民局市民自治推進部区政推進課

No.3



No.4

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：国（出入国在留管理庁）

1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6本籍・国籍、7職業・
職歴

外国人住民登録者、市内に滞在する中長期在留者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

出入国管理及び難民認定法等に基づく、中長期在留者住居地届出等事
務の適正な管理を行う。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

中長期在留者住居地届出等ファイル

中長期在留者住居地届出等事務の統括

市民局市民自治推進部区政推進課

No.4



No.5

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6本籍・国籍、7電話番
号、8顔写真、9Eメールアドレス、10職業・職歴、12学業、学歴、13免
許・資格、14公的扶助、15銀行口座、16家庭状況、17婚姻歴、18親族
関係、19居住状況、20社会的身分、21障害

特別定額給付金支給対象者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への
支援を行う目的で一人10万円の特別定額給付金を世帯主に対して支給
する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

特別定額給付金申請ファイル

特別定額給付金給付事務

市民局市民自治推進部区政推進課

No.5



No.6

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される事
務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

□

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び所
在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

17 備考

―

※顔写真は特別永住者のみ

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募集
をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：国（出入国在留管理庁）

1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6本籍・国籍、7電話番
号、8顔写真、9Eメールアドレス、10居住関係、11世帯主、12在留資
格・期間、13署名、14旅券、15免許証等本人確認資料

外国人住民登録者、市内に滞在する中長期在留者

7 記録情報の収集方法

■国等

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

出入国管理及び難民認定法等に基づく、中長期在留者住居地届出等事
務の適正な管理を行う。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

中長期在留者住居地届出等ファイル

中長期在留者住居地届出等事務

市民局市民自治推進部区政推進課

No.6



No.7

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 □電子申請 □郵送 ■メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：ちば市政だより全戸ポスティング業務委託受託者

氏名、住所、電話番号

不達連絡を行った市民

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

ちば市政だよりのポスティング不達の連絡を受けた市民に対し、個別
にポスティングを行うため

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

ポスティング問い合わせリスト

ちば市政だより全戸ポスティング

市民局市民自治推進部広報広聴課

No.7



No.8

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

■

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 ■郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3年代、4電話番号、5Eメールアドレス

市長への手紙を投書した者（保存期間(5年)満了まで）

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

市長への手紙の投書者へ回答文を送付するために利用する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

市長への手紙投書者ファイル

市長への手紙

市民局市民自治推進部広報広聴課

No.8



No.9

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

■

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

行政機関等内部での経常的な利用：総合政策局総合政策部政策調整課

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3性別、4年代、5Eメールアドレス、6職業、7ちばシ
ティポイント

WEBアンケートを回答した者（保存期間(3年)満了まで）

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

WEBアンケート回答者へ謝礼を送付するために利用する。また、WEBア
ンケート回答者へちばシティポイントを付与するために政策調整課へ
情報提供する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

WEBアンケート回答者ファイル

WEBアンケート

市民局市民自治推進部広報広聴課

No.9



No.10

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 ■電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1住所、2氏名、3電話番号、4Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、5行事名称、6使用目的、7使
用人数

申請者、団体の場合は代表者及び担当者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

施設使用許可等

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

市民向け意識調査送付先

次期文化芸術振興計画策定に係る市民向け意識調査

市民局生活文化スポーツ部文化振興課
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No.11

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2性別、3住所、4連絡先電話番号・メールアドレス

申請者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

利用団体との連絡

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

運営委員会役員名簿綴、利用団体登録届・学校体育施設利用申請書綴

学校体育施設開放事業

市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課

No.11



No.12

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 □本人 □他の行政機関等

方法 □窓口 □電子申請 □郵送 ■メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□

■

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

記録情報の収集先：障害者自立支援課

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1 住民コード、2 氏名、3 生年月日、4 住所、5 障害の等級、
6 代表障害の種別

広報誌の送付対象者

7 記録情報の収集方法

□国等　

■行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

パラスポーツコンシェルジュが定期的に発行する広報誌を直接送付す
る

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

パラスポーツコンシェルジュ通信発送対象者一覧

パラスポーツコンシェルジュ業務

市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課
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No.13

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

□

□

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 □電子申請 □郵送 □メール

□照会（国等） □照会（その他）

□

■

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

■

□

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：

1氏名、2住所、3性別、4生年月日

市民

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 □その他

□その他

4 個人情報ファイルの利用目的

千葉市男女共同参画センターにおいて、男女共同参画社会実現に向
け、千葉市事業の基礎資料とするため、調査・研究を行う。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

千葉市男女共同参画センターにおける調査対象者宛名一覧

千葉市男女共同参画センターにおける調査

市民局 生活文化スポーツ部 男女共同参画課
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No.14

No. 項目

1 個人情報ファイルの名称

2
個人情報ファイルが利用に供される
事務の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

■

■

5 記録項目

6 記録範囲

相手 ■本人 □他の行政機関等

方法 ■窓口 ■電子申請 □郵送 ■メール

□照会（国等） □照会（その他）

■

□

9
開示請求を受理する組織の名称及び
所在地

10
訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

■

□

□

□

■

13
行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地

15
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地

16
作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間

17 備考

―

4個人情報ファイルの利用目的のうち、「行政機関等内部」は、食品
事故等に係る相談の情報について、保健所食品安全課
7記録情報の収集方法のうち、「相手その他」は、契約者本人が、電
話等により直接相談することが難しい場合等における付き添いの親族
等、「方法その他」は電話、ファクシミリ等

―

14 行政機関等匿名加工情報の概要
―

（作成日：　－　対象年度：　－　）

―

12
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

該当

非該当

8 要配慮個人情報の有無
含む

含まない

（名称）総務局総務部政策法務課市政情報室
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港１－１

11 個人情報ファイルの種別

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル有）

電子処理ファイル（マニュアル処理ファイル無）

マニュアル処理ファイル

提供先：独立行政法人　国民生活センター、警察署、千葉県

1識別番号、2氏名、３性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7職業・
職歴、８学業・学歴財産、９財産・収入、10納税状況、11公的扶助、
12健康状態、13家庭状況、14婚姻歴、15親族関係、16居住状況、17団
体加入、18病歴、19障害

消費生活に関するトラブル等について相談した者、相談者が契約した
本人でなければ当該相談事案における契約者

7 記録情報の収集方法

□国等　

□行政機関等内部での利用 ■その他

■その他

4 個人情報ファイルの利用目的

消費生活相談における、消費者被害の救済のために利用する。

行政機関等内部での経常的な利用がある（詳細は備考）

記録情報の経常的な提供先がある

個人情報ファイル簿

内容

消費生活相談情報ファイル

消費生活の相談・苦情処理事務

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

No.14


